
定額減税については、国税庁（国税局、税務署を含みます）や
都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられ
るので」と切り出し、個人情報（銀行の口座番号や暗証番号な
ど）をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただく
ような連絡をすることはありません。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、
ショートメッセージやメールにご注意ください


